
ついては、消防が実施する防火管理講習の
修了者のほか、消防法施行令第3条第1項
第1号ロからニまでに掲げる防火管理者とし
て必要な学識経験を有する者がこれに該当
する。

4さらに、管理組合の業務についても、次のようなコメ
ントを追加、管理組合のほかに防災組織等を設けるこ
とも示唆しています。

【コメント】第32条十二号関係
⑨第十二号に掲げる「マンション及び周辺の風
紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住
環境の維持及び向上に関する業務」のうち、
「防災に関する業務」とは、平時から管理組
合や区分所有者において進めるべき防災対
策の取組である防災マニュアルの作成・周
知、防災訓練の実施、防災情報の収集・周
知、防災用名簿の作成、防災物資等の備蓄
等が考えられる。なお、これらの取組につい
ては、管理組合が担うのではなく、別に防災
活動に取り組む組織を結成した上で、その組
織が主導して取り組むことも考えられる。

5このほか、規約改正で、防災と密接に関係する「区分
所有者・居住者名簿」の作成についても、条項を新設し
ました。

（組合員名簿等の作成、保管）
第31条の2　理事長は、組合員名簿及び居
住者名簿（以下「組合員名簿等」という。）
を作成して保管し、組合員の相当の理由を
付した書面による請求があったときは、こ
れらを閲覧させなければならない。この場
合において、閲覧につき、相当の日時、場
所等を指定することができる。

2　理事長は、前項の規定により閲覧の対象
とされる組合員名簿等に関する情報につ
いては、組合員の相当の理由を付した書面
による請求に基づき、当該請求をした者が
求める情報を記入した書面を交付すること
ができる。この場合において、理事長は、
交付の相手方にその費用を負担させること
ができる。

3　理事長は、第19条第3項又は第31条

の届出があった場合に、遅滞なく組合員名
簿等を更新しなければならない。

4　理事長は、毎年1回以上、組合員名簿等
の内容を確認しなければならない。

※第19条第3項の届出
　→専有部分を第三者に貸与する場合
　第31条の届出
　→新たに組合員の資格を取得し、又は喪
失した場合

6標準管理指針が示す具体的な対応策
　なお、国土交通省は「標準規約」のほかに、具体的な
活動内容等を示した「標準管理指針」を平成17

（2005）年に作成しています。これは、作成後に改正さ
れていませんが、〈標準的な対応〉と〈望ましい対応〉は、
現在でも通じる内容となっています。

マンション管理最近の動向 飯田太郎
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最近のニュース等からマンション管理に関する情報をご紹介

マンション管理士

標準管理規約の改正（案）
消防・防災関係の条項が追加されました

1今年5月にマンション管理関係の法律が一括改正さ
れたことを受けて、標準管理規約（以下「標準規約」と
いう。）も大幅に改正されました。その内容はマンション
サポートちよだ第61号（令和7年10月31日発行）で
紹介しますが、本紙は法改正とは別に「標準規約」に新
たに加えられた消防・防災関係の条項について説明しま
す。

2これまで「標準規約」に「防災」という言葉はありまし
たが、その具体的な内容は示されていませんでした。こ
れは新設された同条のコメント（後記）にも書かれてい
るように、消防法第8条に集合住宅の防災について規
定があるため、重複して「標準規約」に記載する必要が
ないと判断したと考えられます。しかし、地震や風水害
等の危険が大きくなる中で、マンションの区分所有者や
居住者にとって身近な「標準規約」にも明記する必要が
あると判断し、新たに条項を設けたのでしょう。
　この条項は居住者が50人以上のマンションに適用さ
れますが、居住者がそれよりも少ない場合でも規約に追
加することが望ましいと思います。
　また、コメントにあるように「消防法施行令別表第1 

16 項イ」に該当する複合施設がある場合は、居住者が
30人以上でも適用されます。自分たちのマンションがこ
のケースに該当するかどうか判断できない場合は、所轄
の消防署にお問い合わせください。
　新たに加えられた消防・防災に関係する条項は次の
とおりです。

マンションの居住人数が一定規模以上の場
合に規定
（防火管理者）
第32条の2　理事長は、防火上必要な業務
を行わせるため、防火管理者を選任し、消

防署に届け出なければならない。　
2　防火管理者は、管理組合における防火
上必要な業務を統括し、他の組合員及び
占有者に対し、必要な監督を行うほか、次
の各号に掲げる業務を遂行する。　
一 消防計画の作成及び消防署への届出
二 消防計画に基づく消火、通報及び避
難の訓練の実施　

三 避難経路の確保及び点検　
四 消防用設備等の設置状況の確認及び
点検　

3　防火管理者が、消防署の指導等に基づ
き施設の改善を申し入れたときは、理事長
は、必要な措置を講じなければならない。

3また、「標準規約」を補足する「コメント」にも次のよ
うに追加されました。

【コメント】第32条の2関係　
①消防法（昭和23年法律第186号）第8条の
規定により、居住者数が50人（消防法施行
令別表第1　16項イに該当する場合は30

人）以上ある集合住宅において、建物の管理
権原者に防火管理者の選任が義務付けられ
ていることに鑑み、本条の規定を確認的に設
けたものである。
②防火管理者の選任に当たっては、その要件と
して、消防法施行令第3条において「防火管
理業務を適切に遂行することができる管理
的、監督的地位にあるもの」であること及び
防火管理上必要な知識・技能を有しているこ
とが求められる。　
③防火管理上必要な知識・技能を有することに
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人）以上ある集合住宅において、建物の管理
権原者に防火管理者の選任が義務付けられ
ていることに鑑み、本条の規定を確認的に設
けたものである。
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して、消防法施行令第3条において「防火管
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※マンション標準管理規約（単棟型）新旧対照表

※マンション標準管理指針

①防火管理者の選任

②消防計画の作成及び
周知

③消防用設備等の点検

④災害時の避難場所の
周知

⑤災害用マニュアル等の
作成・配布

⑥ハザードマップ等防災・
災害対策に関する情
報の収集・周知

⑦年１回程度定期的な
防災訓練の実施

①災害時に必要となる道
具・備品・非常食類の
備蓄

②高齢者等が入居する
住戸を記した防災用名
簿の作成

③災害発生時における居
住者の安否確認体制
の整備

④災害発生時における被
害状況・復旧見通しに
関する情報の収集・提
供体制の整備

標準的な対応 望ましい対応
以下の防災対策を実施 以下の防災対策を実施


